
 

具体的施策の推進体制について 

 

１ 推進体制（案） 

本計画の着実な推進を図るためには、行政、住民、企業などの様々な関係者が一体となって

連携することが重要である。そのため、関係者間の役割分担を明確にし、連携・協力を円滑に

すすめるためにも、計画の推進に係る自立的かつ持続可能な推進母体として「水源地域活性化

推進会議（仮称）」の設立を提案する。同組織は、住民（水源地域の住民や活動団体、流域や

広域の活動団体）や行政（神埼市、佐賀県、国土交通省等）、さらにはアドバイザーとしての

学識者も含め、具体的な取組みや施策に積極的に参画するメンバーによって構成するものとし、

今後、協働で目指すべき将来像・基本方針の達成に向けて活動していくものとする。 

組織の構成については、これまで計画策定を進めてきた「水源地域振興対策検討委員会」は

発展的に解消し、計画に掲げる各種施策を推進していくための新組織「神埼市水源地域活性化

推進会議」を立ち上げる。 

会議の構成として、各種施策を具体に進める際の中心となる実働メンバーからなる作業部会

（ワーキング）を設け、その中で、５つの基本方針毎の部会でプロジェクト毎または地区ごと

に活動を進めつつ、各プロジェクト間の連絡・調整を行う。また、活性化施策の推進について

の助言・支援をいただく機関として、学識者、専門家等からなる専門部会（アドバイザー）を

設ける。 

なお、推進会議全体を統括する機関としては、地区代表、国・県・市の代表及び作業部会と

専門部会の代表で構成する全体会議を設置し、推進会議の総括的な方向性の承認及び対外的な

窓口とし、座長については、全体会議の中から選出することとする。 

事務局機能としては、将来的なNPO等による運営を目指し、神埼市による行政組織のほか、民

間団体も参画しながら各種活動の円滑な運営を支援することとする。 
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【推進会議の組織構成イメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

推進会議の各組織の役割や構成 

 役割 開催頻度 構成メンバー 備考 

全

体

会

議 

〇計画推進の管理 

 ・実施状況の確認 

〇実施内容フォローアップ 

 ・部会間相互調整 

 ・関係機関との調整 

・助言・指導、情報提供 

 

年 1～2回／年 

〇会長（市長）副会長，座長 

〇地区代表 

〇関係機関 

 ・国土交通省 

 ・佐賀県 ・神埼市 

〇各部会代表 ほか 

 

専
門
部
会 

〇作業部会の各プロジェクト

へのアドバイス 

・研究的な側面での支援 

・大学等との連携の窓口 

  

適宜 

作業部会等の開催

に応じて 

〇学識経験者 

〇専門家 

〇コーディネーター 

 テーマに応じて招聘 

設立当初は部

会の開催頻度

を多くする 

作
業
部
会 

〇個々のプロジェクトの推進 

・取組の企画立案、広報 

・プロジェクト間の相互調整 

〇課題の整理、解決 

 

適宜 

プロジェクトの実

施に応じて 

〇各プロジェクトを推進する

地域住民や活動団体、関係

行政機関の担当者など 

 

事

務

局 

〇全体会議の企画・運営 

〇作業部会の企画・運営 

〇各組織間の連絡・調整 

適宜 

会議等の開催に応

じて 

〇神埼市関係部局 

〇民間団体関係者 

〇必要に応じ関係機関 

企画課 

水源地域振興

係 

 

地区代表 国
土
交
通
省 

佐
賀
県 

神
埼
市 

部会長 

部会長 

部会長 部会長 部会長 部会長 

行政 民間 

作業部会，専門部会の代表は 

全体会議の構成員を兼ねる 

議
長(

選
任)

 



 

２．プロジェクトのイメージ  

具体的施策を推進するための個別のプロジェクトは、５つの方針別に推進組織の中で検討

し、参画する関係団体の意向や既存の取組との関係性等から、先行して実施可能なものから進め

ていくものとする。 

 

 

脊振山系の豊かな自然環境の

保全、水資源の活用 

 

 

 

歴史資源や水文化を活かした

まちづくり・ネットワークの構築 

 

 

 

農・特産品の魅力創出、新たな

魅力の発掘・開発 

 

 

 

まちの働く場づくり、安らげる住

環境の整備及び教育環境の支援 

 

 

 

わかりやすい情報発信、世代や

地域を超えた上下流交流の促進 

 

 

 

水の郷再生 

道路ネットワーク改善 

基本方針 施策（大項目） プロジェクトの例 

(1)水源の森、自然環
境の保全・管理 

(2)城原川流域の河川、
水資源（観光や水力
発電等）での活用 

(1) 農・特産品のブラン
ドづくり 

(2) 水文化の継承、水
車の活用 

(1) 移住者支援・定住
人口の確保 

(2) 下流受益地や住民
への地域活性化の
意識づけや上下流
交流の推進 

森林資源バイオマス活用 

間伐促進 

脊振の景観・自然環境保全 

城原川ダム周辺整備 

植林・育林活性化 

水車の里再生 

観光資源ネットワーク 

広域観光連携 

観光ルート魅力化 

観光市民ガイド育成 

空き地・空き家活用活性化 

新たな宅地創造 

脊振交流センター活用 

ふるさと学習コンテンツ拡大 

(1)歴史資源等をつなげ
た観光振興、賑わい
のあるまちづくり 

ふるさとの人財発掘 

交流イベント活性化 
(2) 交流・体験活動及

び教育環境の支援 

特産品開発・ブランド化 

農業応援 

体験型観光創造 

体験農業展開 (2) 新 た な魅力の 発
掘・創出 

城原川ダムアピール 

ふるさと情報発信 

フリーWi-Ｆｉスポット拡大 

(1) わかりやすい情報
発信 

ふるさと世代間交流推進 

筑後川流域連携への参画 


